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財源不足 !?
　

収
入
が
減
り
続
け
る
な
か
、
義
務

的
な
支
出
が
増
え
、
財
政
は
赤
信
号

状
態
で
す
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
毎
年
の
収
支
不
足

の
累
積
に
よ
り
、
や
り
繰
り
が
で
き

な
く
な
り
、
通
常
の
行
政
運
営
が
困

難
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
早
期
の
大
胆
な
改
革
が

必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
平
成
１７

年
度
に
「
大
洲
市
行
政
改
革
大
綱
」

（
平
成
１７
年
度
〜
平
成
２１
年
度
）
と

そ
の
大
綱
を
実
現
す
る
た
め
「
大
洲

市
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま

し
た
。

　

こ
の
計
画
策
定
時
に
予
測
し
た
財

源
不
足
額
は
、
平
成
１８
年
度
か
ら
平

成
２１
年
度
の
４
年
間
で
約
４３
億
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
の
な

か
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
職
員
が
一
体

と
な
っ
て
合
併
後
の
新
し
い
〝
大
洲

市
〞
の
実
現
に
取
り
組
む
こ
と
で
、

財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
を
図
り
、
持

続
可
能
な
財
政
運
営
体
制
を
構
築
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
大
洲
市
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
で

は
、
５
つ
の
基
本
事
項
を
設
定
し
、

具
体
的
な
内
容
や
数
値
目
標
を
可
能

な
限
り
明
示
し
て
い
ま
す
。

　

①  

組
織
・
機
構
改
革
及
び
事
務

事
業
の
再
編
・
整
理
、
廃
止
・

統
合

　
　
（ 

４４
項
目
：
５
年
間
目
標
額　

５
億
円
）

　

②  

民
間
委
託
等
の
推
進
（
指
定

管
理
者
制
度
の
活
用
を
含
む
）

　
　
（ 

３  ９
項
目
：
５
年
間
目
標
額　

１
億
５
千
万
円
）

　

③  

定
員
管
理
の
適
正
化
、
給
与

の
適
正
化

　
　
（ 

１４
項
目
：
５
年
間
目
標
額　

７
億
３
千
万
円
）

　

④ 

経
費
節
減
等
の
財
政
効
果

　
　
（ 

２８
項
目
：
５
年
間
目
標
額　

１５
億
８
千
万
円
）

　

⑤ 

計
画
の
進
捗
管
理
と
公
表

　
　
（
５
項
目
）

　　

こ
の
よ
う
に
、
計
画
期
間
（
平

成
１７
年
度
か
ら
平
成
２１
年
度
）
で

１
３
０
項
目
の
改
革
、
そ
の
効
果
目

標
額
を
２９
億
６
千
万
円
と
し
て
改
革

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
ま
た
、

職
員
一
人
ひ
と
り
の
不
断
の
コ
ス
ト

意
識
や
事
務
改
善
意
識
に
よ
り
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
と
も
に
経
費

節
減
を
図
り
、
執
行
時
の
削
減
努
力

目
標
額
と
し
て
毎
年
３
億
５
千
万
円

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
持
続

可
能
な
市
政
運
営
が
で
き
る
よ
う
、

大
洲
市
の
構
造
や
体
質
を
変
革
し
て

い
き
ま
す
の
で
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

将
来
の
見
通
し
は
？　

今
後
の
方
針
!!

４３
億
円
の

財
源
不
足
!?

集中改革プランの目標
億円

40

30

20

10

0

予算執行時の削減努力
14億円
（3億5千万円×4年間）

④経費節減等の財政効果

15億8千万円

③定員管理の適正化、給与の
　適正化
7億3千万円

②民間委託等の推進
1億5千万円

①組織・機構改革及び事務事
　業の再編・整理、廃止・統合
5億円

財
源
不
足
額　

億
円

43

「
行
政
改
革
大
綱
」
と

「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
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補助金・負担金の見直し
①
補
助
金
等
の
現
状
と
課
題

　

補
助
金
の
交
付
は
、
公
益
活
動
の

推
進
や
市
民
活
動
の
活
性
化
な
ど
の

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、一
方
で
、

特
定
の
団
体
等
へ
の
長
期
間
同
額
交

付
に
よ
る
既
得
権
化
、
あ
る
い
は
、

真
に
必
要
な
補
助
金
で
あ
る
か
の
検

証
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
漫
然
と
支
出

し
て
い
る
、
合
併
前
の
市
町
村
が
交

付
し
て
い
た
補
助
金
を
継
続
し
地
域

間
格
差
が
生
じ
て
い
る
、
な
ど
の
弊

害
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
非
常
に
厳
し
い
財
政
状
況

の
中
、
現
状
の
ま
ま
で
は
、
地
域
の

課
題
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に

対
応
で
き
な
い
状
況
で
あ
り
、
こ
の

観
点
か
ら
も
補
助
金
等
の
ス
ク
ラ
ッ

プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
を
図
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

②
補
助
金
等
の
見
直
し

　

平
成
１８
年
度
予
算
に
お
い
て
、
市

長
給
料
な
ど
の
１０
％
カ
ッ
ト
等
と

と
も
に
団
体
活
動
等
補
助
金
の
５
％

カ
ッ
ト
、
そ
の
他
の
補
助
金
に
つ
い

て
も
原
則
５
％
カ
ッ
ト
を
実
施
い
た

し
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
律
カ
ッ

ト
は
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
も
の
で

あ
り
、
公
平
性
、
透
明
性
の
確
保
、

そ
し
て
市
民
の
皆
様
が
納
得
す
る
も

の
と
す
る
た
め
、
補
助
金
・
負
担
金

等
の
公
益
性
・
必
要
性
・
効
果
性
・

独
創
性
・
適
格
性
に
つ
い
て
検
証

し
、
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
庁
内
の
内
部
組
織
に

よ
る
評
価
や
市
民
の
有
識
者
で
組
織

す
る
大
洲
市
補
助
金
等
審
査
会
の
審

査
を
経
て
、
今
後
の
方
針
の
決
定
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
平
成
１９
年
度

予
算
に
お
い
て
は
、
平
成
１８
年
度
の

カ
ッ
ト
分
を
含
め
ま
し
て
１
億
円
を

目
標
に
補
助
金
等
の
見
直
し
を
さ
せ

て
頂
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、
関
係

諸
団
体
の
方
々
に
は
、
様
々
な
影
響

が
で
る
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

諸
般
の
事
情
等
を
お
察
し
い
た
だ

き
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
見
直
し
結
果
に
つ
き

ま
し
て
は
、
広
報
『
大
洲
』
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
す
る
こ
と
に
し

て
お
り
ま
す
。

補
助
金
・
負
担
金
の
見
直
し  

－
集
中
改
革
プ
ラ
ン
か
ら

－

　

今
後
取
り
組
ん
で
い
く
集
中
改
革
プ
ラ
ン

（
改
革
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
一
つ
で
あ
る

『
補
助
金
・
負
担
金
の
見
直
し
』
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

補助金評価項目 補助金見直しの流れ補助金見直しの流れ

（市民の有識者で組織）

公益性

必要性

効果性

独創性

適格性

庁
内
の
内
部
組
織
で
評
価

大
洲
市
補
助
金
等
審
査
会
で
審
査

最
終
決
定

活動結果が、特定の者のみの利益に終
わることなく、広く市民福祉の向上に寄
与している。

①事業の目的や内容が明確であり、か
　つ社会情勢に合致している。
②市民と行政の協働の観点から、真に
　市が補助すべき事業・活動である。

補助金の交付に対して効果（有効性及
び効率性）が認められる。

事業・活動の発想や着眼点、先見性、
発展性等から見て、独創性や創造性、
地域性が感じられる。

①団体等の会計処理及び補助金の使
　途が適切である。
②補助金額が、その団体等の繰越金額
　及び活動費と比べて適正である。
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障害者自立支援法

介
護
給
付
の
サ
ー
ビ
ス

利
用
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
、
ま
た
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
と
な
る

重
度
訪
問
介
護
や
生
活
介
護
な
ど

「
介
護
給
付
」
に
該
当
す
る
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
場
合
は
、
障
害
者
の

心
身
の
状
態
を
総
合
的
に
示
す
（
障

害
程
度
区
分
と
言
い
、
区
分
１
〜
区

分
６
、
非
該
当
が
あ
り
ま
す
。）
た

め
の
調
査
（
１
０
６
項
目
あ
り
、
１

時
間
か
ら
２
時
間
掛
か
り
ま
す
。）

障害者自立支援法が完全実施されます
　4月にスタートした主な内容は、3障害（身体障害、知的障害及び精神障害）を対象として福祉サー
ビスを提供する点、公費負担医療が自立支援医療として統合された点及びこれらの利用者負担が 1割に
なった点ですが、10月からは、介護給付（ホームヘルプサービスやショートステイなど）を利用する
場合は、障害程度区分の調査を受け審査会で区分の認定を受けること、補装具の利用者負担が 1割にな
ること、地域生活支援事業が始まること及び施設サービスが 5年を掛けて新サービスに移行することと
なります。

を
行
い
、
審
査
会
で
区
分
の
認
定
を

受
け
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
支
給
決
定
を

受
け
ま
す
。
な
お
、
18
歳
未
満
の
障

害
児
に
つ
い
て
は
、
障
害
程
度
区
分

認
定
調
査
の
代
わ
り
に
10
項
目
程
度

の
調
査
を
基
に
区
分
１
〜
区
分
３
を

認
定
し
ま
す
。

訓
練
等
給
付
の
サ
ー
ビ

ス
利
用
に
つ
い
て

　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
自
立
訓
練
な

ど
「
訓
練
等
給
付
」
を
利
用
す
る
場

合
は
、「
介
護
給
付
」
と
同
様
に
障

害
程
度
区
分
認
定
調
査
を
受
け
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
調
査
は
心
身
の

状
態
を
把
握
す
る
た
め
で
区
分
認
定

ま
で
は
受
け
ず
に
、
サ
ー
ビ
ス
を
暫

定
的
に
利
用
し
、
本
人
の
利
用
適
正

を
確
認
し
て
支
給
決
定
を
受
け
ま

す
。

 

補
装
具
の
利
用
者
負
担

が
１
割
に
な
り
ま
す

　

車
椅
子
や
義
足
な
ど
の
補
装
具
費

支
給
に
係
る
利
用
者
負
担
が
、
サ
ー

ビ
ス
費
用
の
１
割
に
な
り
ま
す
。
な

お
、
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
た
月

額
負
担
上
限
額
が
設
け
ら
れ
、
高
額

な
補
装
具
を
申
請
し
て
も
負
担
が
増

え
す
ぎ
な
い
よ
う
軽
減
が
図
ら
れ
て

い
ま
す
。（
左
上
図
参
照
。
な
お
世

帯
に
お
い
て
市
民
税
所
得
割
最
多
納

税
者
の
納
税
額
が
50
万
円
以
上
の
場

合
、
補
装
具
費
支
給
の
対
象
外
と
な

り
ま
す
。）

　

ま
た
、
種
目
の
見
直
し
も
行
わ

れ
、
ス
ト
マ
用
装
具
や
点
字
器
な
ど

は
日
常
生
活
用
具
と
し
て
給
付
さ
れ

ま
す
。

入
所
施
設
な
ど
の
新

サ
ー
ビ
ス
へ
の
移
行
に

つ
い
て

　

障
害
者
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
は
、
今
後
５
年
間
に
日
中
活
動
の

事
業
と
夜
間
の
住
ま
い
を
提
供
す
る

事
業
に
分
か
れ
て
順
次
新
サ
ー
ビ
ス

に
移
行
し
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
に
は
、

「
介
護
給
付
」
や
「
訓
練
等
給
付
」

に
該
当
す
る
も
の
な
ど
様
々
な
種
類

が
あ
り
ま
す
。

区　分 世帯の収入状況 月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 0円

低所得１ 市民税非課税世帯で収入
が年 80 万円以下の方 15,000 円

低所得２ 上記以外の市民税非課税
世帯 24,600 円

一　　般 市民税課税世帯 37,200 円

【障害者自立支援法で提供されるサービス】

介護給付
●居宅介護（ホームヘルプ）
●重度訪問介護
●行動援護
●重度障害者等包括支援
●児童デイサービス
●短期入所（ショートステイ）
●療養介護
●生活介護
●施設入所支援
●共同生活介護

●相談支援
　 （関係機関との連絡調整、権利擁護）

●コミュニケーション支援
　 （手話通訳派遣等）

●日常生活用具給付等事業
●移動支援事業

●地域活動支援センター
　 （創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等）

●日中一時支援事業
●居住支援
●その他の日常生活または社会生活支援

訓練等給付自立支援給付

地域生活支援事業

障
害
者
・
児

●自立訓練
●就労移行支援
●就労継続支援
●共同生活援助（グループホーム）

自立支援医療

補装具

●（旧）更生医療
●（旧）育成医療 *
●（旧）精神通院公費 *
*実施主体は都道府県等

【所得に応じた月額負担上限額一覧表】
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介護保険料の特別徴収

　

介
護
保
険
料
の
納
付
方
法
と
し
ま

し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
年
金
か
ら
差

し
引
か
れ
る
特
別
徴
収
と
納
付
書
や

口
座
振
替
等
に
よ
り
直
接
納
付
す
る

普
通
徴
収
の
２
種
類
あ
り
ま
す
。
こ

の
た
び
制
度
が
改
正
さ
れ
、
特
別
徴

収
の
対
象
と
な
る
年
金
に
新
た
に
遺

族
年
金
と
障
害
年
金
が
追
加
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ど
う
し
て
年
金
か
ら
天
引
き
す

る
の
で
す
か
？

　

被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
の
介
護
保

険
料
を
納
め
る
手
続
き
を
簡
素
化
す

る
こ
と
や
納
め
忘
れ
を
防
止
す
る
こ

と
に
よ
り
、
納
付
率
を
向
上
さ
せ
る

た
め
で
す
。

ど
ん
な
手
続
き
が
必
要
で
す

か
？

　

年
額
18
万
円
以
上
受
給
さ
れ
る
見

込
み
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た

し
、
対
象
と
な
る
場
合
は
、
特
に
手

続
き
を
し
な
く
て
も
、
平
成
18
年
10

月
支
給
分
の
年
金
か
ら
自
動
的
に
切

り
替
わ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

通
知
は
あ
る
の
で
す
か
？

　

対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
７
月
に

「
納
入
通
知
書
（
介
護
保
険
料
額
決

定
通
知
書
）
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知

書
」
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
今

後
も
新
た
に
対
象
と
な
れ
ば
、
随
時

通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
支
払
者
（
社
会
保
険

庁
等
）
か
ら
送
付
さ
れ
る
「
年
金
振

込
通
知
書
」
に
も
記
載
さ
れ
ま
す
の

で
、
併
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
今
ま
で
ど
お
り
、
介
護
保

険
料
の
算
定
の
際
に
遺
族
年
金
及
び

障
害
年
金
の
受
給
額
は
、
所
得
に
含

ま
れ
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

　

市
役
所
高
齢
福
祉
課

　

介
護
保
険
管
理
係

　

☎
㉔
２
１
１
１

　
（
内
線
１
６
８
・
１
７
３
・
１
７
４
）

　

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

　

☎
52
１
１
１
１
（
内
線
21
・
22
）

　

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

　

☎
34
２
３
４
０
（
内
線
４
０
０
）

　

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

　

☎
39
２
１
１
１
（
内
線
１
５
１
）

問
い
合
わ
せ
先

　

市
役
所
高
齢
福
祉
課
障
害
福
祉
係

　

☎
㉔
２
１
１
１

　
（
内
線
１
７
９
・
１
７
８
・
１
６
９
）

　

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

　

☎
52
１
１
１
１
（
内
線
33
）

　

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

　

☎
34
２
３
４
０
（
内
線
４
０
２
）

　

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

　

☎
39
２
１
１
１
（
内
線
１
２
５
）

（
障
害
の
あ
る
方
へ
）

地
域
生
活
支
援
事
業
に

つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
の
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
や
日
中
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど

は
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
や
日

中
一
時
支
援
事
業
と
し
て
、
視
覚
障

害
者
な
ど
の
外
出
介
護
に
つ
い
て
は

移
動
支
援
事
業
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
ま
す
（
下
図
参
照
）。
な
お
、

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業
に
つ
い

て
も
給
付
費
の
１
割
が
利
用
者
負
担

と
な
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ

い
て

　

介
護
給
付
を
は
じ
め
、
こ
れ
ら
の

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を

提
出
し
、
支
給
決
定
を
受
け
て
か
ら

利
用
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
に
必
要
な
も
の
と
し
て
、
障

害
者
手
帳
、
印
鑑
の
ほ
か
、
利
用
者

負
担
の
軽
減
を
申
請
す
る
場
合
は
低

所
得
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
障
害
程
度

区
分
認
定
調
査
や
聞
き
取
り
調
査
を

行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
高
齢
福
祉
課

障
害
福
祉
係
ま
た
は
支
所
市
民
福
祉

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

65
歳
以
上
の
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
受
給
者
の
み
な
さ
ん
へ

平
成
18
年
10
月
か
ら
介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収

(

年
金
か
ら
の
天
引
き)

が
始
ま
り
ま
す

新しい事業名 内　　容 負担及び補足

地域活動支援センター
創作的活動や生産活動の
機会の提供、社会交流の
促進などを行う。

サービス費用の 1 割負担。
従来の障害者デイサービス
に相当する事業です。

日中一時支援事業
日中監護する者がいない
ため、一時的にあずけて
見守り等を行う。

サービス費用の 1 割負担。
従来の日中ショートステイ
に相当する事業です。

移動支援事業 視覚障害者や知的障害者
など外出時の支援を行う。

サービス費用の 1 割負担。
従来の外出介護に相当する
事業です。

日常生活用具給付等事
業

自立生活支援用具等の日
常生活用具の給付や貸与
を行う。

給付費用の 1割負担。従
来の日常生活用具にストマ
用装具や点字器等が含まれ
ます。




